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第４８回農業資材審議会飼料分科会 

遺伝子組換え飼料部会 

 

                           令和８年３月１６日（月） 

                           １４：００～１５：５４ 

                           農林水産省 消費・安全局 

                           第３会議室（web開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １．開 会 

   ２．議 事 

   （１）組換え DNA技術応用飼料添加物の安全性確認 

     ・Aspergillus niger CBS 109.713株を利用して生産されたキシラナーゼ・ 

      Aspergillus niger DSM 18404株を利用して生産されたβ－グルカナーゼ 

   （２）ゲノム編集飼料の飼料安全上の取扱いの確認について 

     ・褐変低減バナナ（TRB011002系統） 

   （３）その他 

     ・ゲノム編集生物の飼料安全上の取扱の確認に係る合理化 

     ・事務局において報告を受理した掛け合わせ品種について（報告） 

   ３．閉 会 
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午後２時００分開会 

 

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから農業資材審議会飼料分科会遺

伝子組換え飼料部会を開催いたしたいと思います。 

 ウェブ参加の委員の皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただきますようお願

いいたします。 

 本日、事務局を務めさせていただきます○○でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本日の部会でございますけれども、ウェブでの開催とさせていただいております。 

 なお、申し訳ございませんが、本日、当課飼料安全・薬事室長の○○は所用により欠席

いたします。飼料安全・薬事室長から挨拶を預かっておりますので、事務局より代読させ

ていただきたいと思います。 

 飼料安全・薬事室長の○○でございます。本日は所用により審議に出席がかなわず大変

失礼いたしました。 

 委員の皆様におかれましては、御多用中のところ御出席賜り、また、日頃から当部会で

の審議に対し貴重な御助言、御指導を頂き厚く御礼申し上げます。 

 ゲノム編集飼料においては、直近ですと、昨年11月に御審議いただいた高糖度トマトの

届出を11月18日に受理し、届出されたゲノム編集飼料は合計10件になりました。今後もゲ

ノム編集飼料の届け出が提出されることが予想されるため、今後ともお力添えいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 さて、本日の部会では遺伝子組換え飼料添加物、ゲノム編集飼料について御審議いただ

く予定となっております。また、ゲノム編集生物の飼料安全上の取扱いの確認に係る合理

化につきましても御審議いただきたいと思っております。 

 委員の皆様方におかれましては、当部会へ忌憚のない御意見を頂き、審議にお力添えい

ただきたく重ねてお願い申し上げます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の進行は委員Ａにお願いいたします。 

○委員Ａ ○○です。よろしくお願いします。 

 まず、事務局から委員の出席状況、本日の議事に関する委員の利益相反の該当の有無に

ついて報告してください。 

○事務局 本日の委員の出席状況、議事に関する委員の利益相反の該当の有無について報
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告いたします。 

 本日は８名中８名の委員に御出席いただいております。また、委員の皆様に事前に利益

相反の有無について御確認いたしましたところ、本日の議事に関しまして利益相反となる

委員はいらっしゃいませんでした。 

 以上です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 続きまして、事務局から配付資料について確認をお願いします。 

○事務局 配付資料は資料１から資料７まで合計９点、参考資料が２点となっております。

お手元に送信されていないファイルがございましたら、お申し付けくださいませ。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 資料がない委員の方はいらっしゃいませんか。大丈夫ですか。 

 それでは、早速ですが、議事の進行を行いたいと思います。 

 一つ目の議題、組換えDNA技術応用飼料添加物の安全性確認として、Aspergillus niger 

CBS 109.713株を利用して生産されたキシラナーゼ・Aspergillus niger DSM 18404株を利

用して生産されたβ－グルカナーゼについて事務局から説明してください。 

○事務局 事務局の○○でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、参考資料１に沿って御説明いたします。 

 Aspergillus niger CBS 109.713株を利用して生産されたキシラナーゼ・Aspergillus 

niger DSM 18404株を利用して生産されたβ－グルカナーゼでございます。 

 申請者はBASFジャパン株式会社、開発者はBASF SE社でございます。 

 組換え体の概要は、組換え体Aspergillus niger CBS 109.713株はISO-502株を宿主とし

て、キシラナーゼの熱安定性を高めるため、Rasamsonia emersonii 由来の遺伝子を導入

して作成しました。また、組換え体A.niger DSM 18404株は、ISO-502株を宿主として、β

－グルカナーゼの熱安定性を高めるため、R.emersonii 由来の遺伝子を導入して作成しま

した。 

 本製品は、これらの組換え体からそれぞれ生産されたキシラナーゼとβ－グルカナーゼ

の合剤でございます。 

 宿主はAspergillus niger ISO-502株です。 

 挿入遺伝子につきましては、CBS 109.713株に対してxemA 遺伝子を、また、DSM 18404

株に対してはcea遺伝子を遺伝子供与体R.emersonii 由来のものを挿入しております。ま
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た、いずれも選択マーカーとしてA.nidulans 由来のamdS 遺伝子を使用しております。 

 新たに獲得された形質は、いずれも熱安定性の向上です。 

 日本における審議状況といたしましては、本日の遺伝子組換え飼料部会をもって初めて

の審議となります。 

 概要につきましては以上でございます。詳細につきましては、申請者から説明していた

だきます。 

（申請者入室） 

（申請者退室） 

○事務局 退室されたようですね。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 それでは、審議に移りたいと思います。 

 今事業者のほうから説明があったんですが、ここで御意見等あれば、よろしくお願いし

ます。 

 皆さん、多くの質問をされていたと思います。先ほど委員Ｂが質問されたこと、私も同

じようなことを思っていて、コピー数だとかを推定で提出されているのと、あとインタク

トにきちんとした形で何コピーも入っているのか、また、変異があれば別のたん白質がで

きたりするので、そういうところを確認しているのかという質問です。情報がないという

ことで、これでいいのかどうかも含めても審議したいと思うんですが。 

 何か特段御質問等あれば、よろしくお願いします。委員Ｂ、どうぞ。 

○委員Ｂ アスペルギルス属であれば、多コピーで入るときにはタンデムで入るというの

はおおむね私も経験上ですけれども、それほど変なことは起こらないと考えてよさそうで

す。 

 それから、コピー数はおおむね安定で、培養中落ちるということはそうそうないんだけ

れども、たまにこの生産性ががたっと下がって、調べてみたらがっさり抜けるなんていう

ことは時々あるようだけれども、そういう場合はこの元の株からまた落として使うという

のがこの現場では普通の対応でして、私でもそうしますし、その辺も問題ないかと思いま

す。 

 ただ、データがないというのは、それは少々不誠実でもあります。だから私としても、

実はさっきのはくぎ刺ささせてもらったので、ある程度調べるだけは調べておきなさいよ

と言いたいわけです。 
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 真意は以上でございます。 

○委員Ａ はい。ごもっともだと思います。ありがとうございます。 

 私は微生物のこと余り知らなかったんですけれども、今の委員Ｂのお話でかなりすっき

りしました。安定するということだとか、多コピー入ってしまう、それがインタクトであ

るということが今の御説明で分かりましたので、とてもいいコメントだったと思います。

ありがとうございます。 

○委員Ｂ 普通ああいう形で形質転換すると、ほとんどの場合１コピーで入ります。 

○委員Ａ そうなんですか。 

○委員Ｂ この手の申請書を見られている先生方はみんなどれもこれも数十コピーのやつ

ばっかり御覧になっていると思いますけれども、多コピーで入るのは、30 とか 50 に一つ

ぐらいで、どうやって多コピーで入ったやつを一生懸命選抜するかとか、その辺は各社い

ろいろと知恵を絞っているようです。 

 なので、それぞれの箇所で、４か所に同じコピー数ずつ入るのは実は比較的考えづらく

て、合計のコピー数は多分あっているんでしょうけれども、多分４か所に入っているコピ

ー数をそれぞれ測ったら違うだろうと思うんですね。ただ現状ではロングリードでやろう

が何しようが、きっちり測る手段というのはございませんので、なので食品安全委員会等

でもその辺はいいんじゃないということで認めておるという、そういう事情がございます。 

 差し出がましくて申し訳ありません。 

○委員Ａ いえいえ、ありがとうございます。では、産業利用としては、恐らく多コピー

のほうがいいので、いっぱい形質転換体をつくった中で多コピーのものというか生産性の

高いものを選んできているということですよね。 

○委員Ｂ 生産性の高いもの高いものって必死に選びますので、それで選べば、まあ間違

いなく。 

○委員Ａ 大体多コピーになると。 

○委員Ｂ という結果だろうと思います。私でも担当者ならそうするだろうと思いますの

で。 

○委員Ａ 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかに御質問コメント等あれば、よろしくお願いします。 

 事前に皆さんのコメントのファイルが送られてきていたと思います。皆さんから多くの

コメントを頂いたんですが、まず委員Ｂ、コメントを三つほどされていましたがこの回答
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でよろしかったでしょうか。 

○委員Ｂ 回答についてはそれなりに誠実に一生懸命、こんなところだろうなと思う回答

を寄せられておりますので、私はオーケーです。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 委員Ｃのは間違いの指摘があったと思うんですけれども、これでよろしいですよね。大

丈夫ですかね。 

○委員Ｃ はい、大丈夫です。すみません。ちょっと反応が遅くて。すみません。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 委員Ｄから結構たくさんの御質問がありましたが、これよろしいですかね、こういう回

答で。 

○委員Ｄ はい、大丈夫だと思います。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 あと、委員Ｅからも、誤字の指摘もありましたけれども、コメントもありましたね。 

○委員Ｅ コメントもあるし、まあきちんと対応していただいたし、私のほうが勘違いし

てた部分もあるので、これで結構です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 残りは、私のところですね。私も間違いがあった部分を指摘してもらったのと、先ほど

のコピーのところは委員Ｂの説明がありましたので、それで私もすっきりしました。これ

でいいかなと思っております。 

 ほかに、質問、コメント等あれば、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、審議をしたいんですけれども、この Aspergillus niger CBS 109.713株を利

用して生産されたキシラナーゼ、Aspergillus niger DSM 18404株を利用して生産された

β－グルカナーゼについて、了承するということでよろしいでしょうか。了承でオーケー

であれば、手を挙げるボタン、あるいは委員Ｂのように何かコメントを寄せていただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。 

 委員Ｄ、オーケーですかね。はい。委員Ｂもオーケーということで、全員オーケーとい

うことで承知しました。 

 それでは、了承されたということで、事務局で必要な対応をよろしくお願いいたします。 

 引き続き、資料 4-2の評価書案につきまして御説明頂けますでしょうか。 
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○事務局 事務局でございます。 

 それでは、資料 4-2の評価書案に沿って御説明いたします。 

 本飼料添加物の評価書案については事前に御確認頂いております。明確な表現とするた

めの修正や誤字脱字等の指摘がございましたので、修正を行いましてハイライトで示して

おります。評価書の概要の説明に加えまして、主な修正点についても併せて御説明いたし

ます。 

 それでは、まずは目次を御覧ください。本評価書案の構成について御説明いたします。 

 本飼料添加物は、キシラナーゼとβ－グルカナーゼを混合し、合剤として製造販売する

ということですので、評価書案はまとめて１冊としております。 

 一方で、これら酵素の生産菌株が異なりますので、５ページから 24 ページにかけての

Ⅲ審議内容 については、キシラナーゼとβ－グルカナーゼを分け、二部構成としており

ます。つまり、Ⅱ確認対象飼料添加物の概要 や、Ⅳ審議結果 等には、合剤である本飼

料添加物の概要や審議結果を記載しておりますが、Ⅲ審議内容 につきましては、各酵素

ごとに生産菌株、宿主、遺伝子供与体の安全性と製造器材、製造工程の安全性並びに不純

物を含めた生産物の安全性について確認した内容を記載しているという構成でございます。 

 それでは、４ページのⅡ確認対象飼料添加物の概要 を御覧ください。本飼料添加物は、

組換え体により生産されたキシラナーゼとβ－グルカナーゼを一定の割合で混合した混合

物でございます。開発者は、ドイツの BASF社、申請者は BASFジャパンです。 

 次に、５ページのⅢ審議内容 を御覧ください。先ほど申し上げましたとおり、酵素ご

とに記載を分け、二部構成としておりますので、まずキシラナーゼについて御説明いたし

ます。 

 １、生産物の既存のものとの同等性に関する事項です。本キシラナーゼの物理的、生化

学的性質、機能や構造に関する資料から総合的に判断し、既存の飼料添加物と同等とみな

し得ると判断いたしました。 

 ２、組換え体等に関する事項です。キシラナーゼ生産に用いた組換え体は GILSP組換え

体に相当すると考えられ、また利用目的と方法が明らかであるということを確認したとい

うことを記載しております。 

 （３）の宿主については、病原性や毒素産生性を持たず、飼料用酵素の生産菌として安

全に利用された歴史があるということを確認しました。 

 （４）ベクターについては、名称及び由来、性質、宿主依存性、発現ベクターの作成方
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法、発現ベクターの宿主への挿入方法及び位置など、各項目を確認いたしました。 

 修正点についてですが、９ページのオ、宿主依存性、及び、キ、発現ベクターの宿主へ

の挿入方法及び位置に関する事項の記載ぶりについて、宿主依存性が明確となるよう、ま

た、ベクターから切り出した断片により挿入が行われたということが明確となるよう、ハ

イライトのとおり修正しております。 

 続きまして、（５）挿入遺伝子及びその遺伝子産物に関してです。供与体の名称や由来、

遺伝子の挿入方法、構造、性質、純度、ORFの有無について確認いたしました。 

 記載ぶりの修正は１点。10、11 ページにございます、挿入遺伝子の宿主への導入方法

に関する事項の 208行目を御覧ください。精製した遺伝子発現ユニットが宿主に導入され

た方法というものは、同時形質転換ではなく、相同組換えであるということでしたので、

ご覧のとおり修正しております。 

 次に、（６）組換え体に関する事項としまして、新たに獲得した性質や宿主との差異等

を確認し、安全性に問題はないというふうに記載しております。 

 ３、組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項については、製造原料や製造器

材について、長年の安全な使用実績があり、安全性について知見が得られていることを確

認したということを記載しております。 

 続きまして、４、生産物に関する事項においては、組換え体の混入や有害な不純物が含

まれないこと等を確認いたしました。 

 以上がキシラナーゼについての記載でございます。 

 続きまして、15 ページのβ－グルカナーゼについてです。本β－グルカナーゼについ

ても、物理的、生化学的性質、機能等に関する資料から総合的に判断しまして、既存の飼

料添加物と同等とみなし得ると判断しております。このことから、キシラナーゼと同様に、

ⅡからⅣまでの各項目について評価を行っております。 

 また、記載の修正につきましても、キシラナーゼと同じ箇所を修正いたしました。 

 以上の結果を踏まえまして、24 ページの審議結果でございます。Aspergillus niger 

CBS 109.713株を利用して生産されたキシラナーゼ・Aspergillus niger DSM 18404株を利

用して生産されたβ－グルカナーゼについて、組換え DNA技術応用飼料及び飼料添加物の

安全性に関する確認の手続に基づき審議した結果、飼料添加物として摂取する家畜等への

安全上の問題はないと判断されたという結論としております。 

 駆け足ではございましたが、評価書案の説明は以上でございます。御審議のほどよろし
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くお願いいたします。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 この評価書案に関して、御意見、コメント等をよろしくお願いします。委員Ｂ、お願い

します。 

○委員Ｂ 評価書案そのものはこれでよろしいと、私は思います。Aspergillus niger な

んだけれども、ラテン語読みではニガーで正しいです。でも、英語圏、特にアメリカです

とニガーってとってもとっても聞こえが悪いので、英語読み、ナイジャーと読むほうが安

全かなあと実は思いました。以上です。 

○事務局 分科会含め、事務局から説明する場面がまだありますので、今後はナイジャー

と発音するように気をつけてまいります。 

○委員Ｂ 学術的にはニガーが正しいんだよ。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 私もちょっと細かいところなんですけれども、評価書の中に、レファレンスゲノムって

あるんですけれども、我々いつも使っているのはリのほうを使っているんですよ。リファ

レンスゲノムってよく言うんですが、これなんか公文書だとレじゃないといけないとか、

そういうじゃなければ、リにしたほうがいいと思います。 

○事務局 承知いたしました。レファレンスではなく、リファレンスとして表記いたしま

す。 

○委員Ａ リですね。はい。 

 ほかにコメント等あれば、よろしくお願いします。 

 よろしいですかね。 

 それでは、特に大きな御意見はなかったんですが、これまでのコメント等を含めて、事

務局で評価書を整えてください。 

 委員の皆様、この会議以降でも、もし追加の御意見ありましたら、審議会後に、事務局

まで御連絡頂ければと思います。よろしくお願いします。 

 特に、よろしいですかね。 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 続きまして、二つ目の議題、ゲノム編集飼料の飼料安全上の取扱いの確認として、褐変

低減バナナ（TRB011002系統）について、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 
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 先に資料を表示させていただいておりましたが、今回御相談のあった品目、褐変低減バ

ナナ（TRB011002系統）について説明いたします。 

 今回御審議いただく品目は、ポリフェノールオキシダーゼ（PPO）遺伝子の機能を欠失

させることによって褐変を低減されたバナナとなっております。 

 事前相談者は、Tropics社でございます。 

 それでは、事前相談書に沿って、概要及び委員指摘への回答について御説明いたします。 

 開発した飼料の品目・品種名及び概要を御覧ください。ポリフェノールオキシダーゼは

フェノール類を酸化させ、メラニン色素の生成を触媒する酵素でございます。バナナ果実

に機械的欠損、ぶつけたり皮をむいたりなどがありますと、細胞内で別の場所に存在する

ポリフェノールオキシダーゼ（PPO）とフェノールが接触し、このメラニン色素が合成さ

れてバナナが褐変いたします。この PPO遺伝子のうちの一つをノックウトすることでバナ

ナの褐変を低減いたします。 

 本系統は、食用目的で利用されることを想定されていますが、エコフィード等で市場利

用される可能性がございます。皮や葉について飼料利用されるかという御質問がありまし

たが、皮につきましてはエコフィードとして使用される例があるという回答がございまし

た。 

 なお、事業者からは本バナナにつきましては、皮においても PPO遺伝子の発現について

は実の部分と同様であると考えられるという旨で回答頂いております。葉につきましては、

本バナナは日本で栽培されないため、葉を飼料利用することは想定されません。 

 続きまして、利用したゲノム編集の方法及び遺伝子改変の情報を御覧ください。Cas9

及び特異的 sgRNA配列をプラスミド内に持つアグロバクテリウム、これをバナナの胚形成

細胞に感染させ、細胞から植物体を再生した後、マイクロプロパゲーションによって増殖

させ、狙いどおりの変異が起こったものを選抜しています。 

 なお、バナナは栄養繁殖させていますので、vegitative propagationから取って、各世

代を V0世代、V1世代、V2世代と呼称しております。 

 委員から質問のありました件で、本バナナのゲノム編集に用いたプラスミド及び初期ス

クリーニングの際に陽性対照として使用した遺伝子組換えバナナのプラスミドにつきまし

ては、別のプラスミドとなっておりますが、こちらには完全に一致する配列が含まれてお

り、初期スクリーニングで行いました PCRでは、完全に一致する配列の部分を標的として

おります。 
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 変異の内容といたしましては、PPO 遺伝子に塩基の欠損が起こっているため、ポリフェ

ノールオキシダーゼの量が減少し、酵素的褐変が低減しております。 

 バナナには複数の PPO 遺伝子がありまして、そのうちの一つで、主に実で発現する PPO

遺伝子を今回ノックアウトをしております。 

 今回はほかの PPO遺伝子は標的としておりません。 

 次に、外来遺伝子及びその一部の残存に関する情報でございます。本系統において、旧

PCR 法、次世代シーケンス解析法により、プラスミド由来の DNA が残存していないことを

確認しております。 

 委員より指摘がございまして、本バナナ作出の過程上、V0 世代に外来核酸を含む細胞

が残存するキメラになっている可能性があるのではないかとのことでしたが、事業者より

回答がございまして、出発材料として、胚発生懸濁細胞を使用することで、遺伝的均質性

を確保し、組換え細胞の発生する可能性を下げている。また、シーケンスの深度を鑑みれ

ば、もし V0 世代がキメラ化していればシーケンス等で検出できると考えているという回

答がございました。 

 個体の再生に用いたカルスは同一細胞に由来すると予測される旨追記しております。 

 次に、ゲノム編集技術による DNAの変化が、畜産物または家畜等に悪影響を及ぼす既知

の毒性物質の増加を生じないことの確認でございます。オフターゲット候補配列を検索し、

ターゲット以外の箇所に変異が起こっていないということを確認しております。 

 こちら委員から確認がございましたが、複数ある PPO遺伝子のうち、ターゲットとして

おります PPO遺伝子以外の PPO遺伝子に変異がないことを確認しております。 

 オフターゲットにつきましては、ミスマッチ２塩基以下の条件で検索しておりますが、

３塩基のミスマッチを伴う gRNA を使用した場合でも、全ての推定オフターゲット部位に

おいて変位が検出されなかったと事業者より説明いただいおります。 

 またオープンディーリングフレームの検索の結果、新たな毒性物質は検出されませんで

した。 

 最後に、特定の成分を増加・低減させるために代謝系に影響を及ぼす改変の有無につい

てでございます。 

 こちら、ポリフェノール代謝系に改変を行っておりまして、代謝系に影響を及ぼす改変

を行ったものとしております。褐変については有位に改善されていることが確認されてい

ます。 
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 なお、PPO たん白質の基質であるフェノール類は二次代謝物であり、酵素的褐変により

生じるメラニン生成物も、一次代謝には直接影響しないため、本バナナは既存のバナナと

比べて、ほかの栄養成分の改変等は起こっていないと考えられます。 

 また、性質について従来のバナナと比較したところ、褐変低減性質以外の差は見られま

せんでした。 

 以上が、事前相談資料の内容とその修正についての説明でございます。 

 なお食品につきましては、２月 24 日に開催されました消費者庁の調査会において、こ

ちらは、ゲノム編集の届出に該当する旨の判断がされました。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 委員からの事前の質問、コメントに沿って説明していただいて、大分すっきりした説明

になっていたと思うんですが、これに関してまずコメント、質問等がありましたらよろし

くお願いします。 

 委員Ｆ、どうぞ。 

○委員Ｆ これでキメラの可能性についてコメントしたのは私なんですけれども、事業者

から提供されたデータから見て、今後使用されるというものは、恐らく組換え体に該当し

ないんだろうなというのを判断するのが妥当だとは思うんですけれども、どうしても外来

遺伝子の混入をゼロと言い切れないこういったものの取扱いというのは、今後どうするの

かというのを、きちんとルールなり整理していかないと、消費者目線から考えるとちょっ

と不安の残る材料ではあるのかなと思っています。そういった意味でも今回、大丈夫なの

かというコメントを出させていただきました。 

 以上です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 バナナ以外でも例えば最近だとジャガイモもそうですよね。交配が難しいので、こうい

った外来遺伝子が組み込まれていないものを選んでくるということが行われていたと思い

ます。こういうのを今後どういうふうに評価していくかというのも問題になってくるとは

思うんですが、今の委員Ｆの御意見も含めて、何か御意見等があればよろしくお願いしま

す。 

 恐らくキメラというのは、確かにどうやったら外来遺伝子が入っていないかというのを

確認するのは、悪魔の証明みたいなところで、どれだけやれば本当に「ない」と証明でき
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るかというのが分からないところではあるんですが、恐らくこの事業者のマイクロプロパ

ゲーションも含めてですけれども、Ｖ２世代ぐらいまで展開していって、キメラをなるべ

くなくすということをやっているんじゃないかなと思います。そういったのを審査の評価

の対象にしなきゃいけないのかなという気はするんですが、何かルールを作るというのは、

例えばこうであればゲノム編集植物とか遺伝子組換えではないというふうに判断するとい

うことを、そういうルールを作った方がいいということですかね。 

○委員Ｆ そうですね。届出ごとにいろいろな方法でというよりも、ある程度事業者が見

通しを立てて主張できるようなルールがあったらお互い安心なのかなと思っています。 

 ついでに言うと、このキメラなのですけれども、コメントにも書いたのですが、変異細

胞とか組換え細胞が、一たび成長点形成に関与した途端にいきなり支配的になったりする

ということが実際に観察されているので、この届出自体は非組換えだとしても、事業者側

としてもある程度製品として利用する間は、一定期間、何らかのモニタリングを独自にや

っていく必要があるのかなとも考えています。 

 以上です。 

○委員Ａ 事務局、いかがですかね。 

○事務局 事務局でございます。 

 本件につきましては、事業者からの説明がございまして、この件につきましては、あく

までゲノム編集、外来核酸は残存していないものであるという説明がされましたので、そ

ういうものとして取り扱わせていただきます。 

 ただ、もちろん今後、栄養生殖のもので、キメラの可能性がなくせないという事例が出

てくる場合は考えられると思いますので、今後の運用につきましては、また相談させてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員Ａ 多分、飼料だけの問題じゃないので、食品の方ともちょっと話をして、こうい

う提案がありましたということだけ共有しておいてもらえますか。 

○事務局 はい。食品の方にも伝えさせていただきます。 

○委員Ａ よろしくお願いします。 

 そのほかに、このバナナのことに関して何か御意見等があればよろしくお願いします。 

 委員Ｆ以外に委員Ｇは意見、質問がありましたけれども、回答はこれでよろしいですか。 

○委員Ｇ委員 はい、大丈夫です。 
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○委員Ａ ありがとうございます。 

 あと委員Ｂからも３件ありましたけれども、この PPO遺伝子のホモログのことに関して

はこれでよろしいですかね。 

○委員Ｂ これでよろしいです。こんなところだろうと思います。 

○委員Ａ そうですね。ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見等があれば、よろしいですかね。 

 特になければ、本件、本バナナに関しては遺伝子組換え飼料に該当しないということで

よろしいでしょうか。オーケーであれば手を挙げてください。 

 よろしいですかね。 

 ありがとうございます。 

 全員、手を挙げられましたので、本件に関しては遺伝子組換え飼料に該当しないという

ことで、ゲノム編集植物としての取扱いになることかと思います。 

 それでは、開発者に届出を求めることで了承されましたので、続けて今後の対応につい

て事務局より説明をよろしくお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

 委員の皆様方には、本バナナが遺伝子組換え技術を応用した飼料には該当しないと御判

断いただいたということで承知いたしました。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、今後の流れと事業者への回答案について説明いたします。ただいま共有し

ておりますのが回答書でございます。今後の流れといたしましては、本部会が終了した後

に、本バナナが届出に該当する旨を、画面に共有しております回答書をもって事業者に連

絡いたします。今後、事業者から公表様式、届出様式が事務局に対して提出されましたら、

ゲノム編集飼料に関するホームページ上に公表様式を掲載いたします。 

 こちらは届出されたゲノム編集飼料についての表示の現時点の案でございます。品目と

しては 11品目めということになります。 

 また、本部会の議事録に先立ちまして、審議結果を、議事概要としてホームページ上に

公表いたします。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ただいまの説明に関しまして御意見、コメント等があればよろしくお願いします。 
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 よろしいですかね。 

 特になければ、このまま事務局で対応をよろしくお願いします。 

 先ほど委員Ｆのコメントがありましたけれども、栄養生殖性の植物に関してのゲノム編

集に該当するか・しないか、組換えに該当しないかどうかというのの確認を、食品との共

有を別途よろしくお願いします。 

○事務局 承知いたしました。 

○委員Ａ よろしいですかね。 

 それでは、続きまして、ゲノム編集生物の飼料安全上の取扱いの確認に係る合理化につ

いて、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

 それでは、資料６、ゲノム編集生物の飼料安全上の取扱いの確認に係る合理化でござい

ます。 

 まず現状といたしまして、我が国では、ゲノム編集技術によって得られた生物（ゲノム

編集生物）は、その流通に先立ちまして開発者からの事前相談を受け、問題がないという

ことを関係省庁が確認した上で、開発者からの届出を受理し公表するとして、通知により

定めております。 

 なお、ゲノム編集によってＤＮＡに起こる変化は、従来の品種改良でも起こり得る変化

であり安全性も同程度と考えられますが、新技術であり、消費者理解醸成が必要という考

えから、当該仕組みとしているところでございます。 

 （２）、ゲノム編集生物は、食品安全の観点から消費者庁、生物多様性影響の観点から

農林水産省農産安全管理課、飼料安全の観点から当課が、それぞれ専門家に対し意見照会

を行い、開発者から提出された事前相談書等の記載内容のチェックを行っているところで

す。なお、食品安全・飼料安全・生物多様性影響の各観点のチェック内容は一部共通して

おりまして、外来遺伝子が含まれていないか、付与された形質が何かなど、各観点によっ

て判断が異なる可能性が低いような内容であっても、重複してチェックを行っている状況

でございます。 

 ２、ゲノム編集生物の開発目的と飼料利用の部位についてでございます。現在届出され

ているゲノム編集生物は、全て食用目的として開発されたものです。このうち、トマトや

ジャガイモなどの非可食部位の飼料利用が想定されていない農畜水産物（可食部利用ゲノ

ム編集生物）は、可食部位が食品製造副産物や食品残さ等に含まれ、エコフィードとして
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利用される可能性があることから、可食部位について飼料安全の観点から確認を行ってお

ります。また、可食部位がエコフィードとして利用される可能性が極めて低く、食用専用

とされるようなものであっても、現時点では同様の取扱いとしております。 

 （２）、一方、マダイやヒラメなど、一般的に非可食部位の飼料利用も想定される農畜

水産物（全体利用ゲノム編集生物）は、非可食部位も含めた確認を行っているところでご

ざいます。 

 ２ページ目、２、課題 です。ゲノム編集技術の発展に伴い、我が国での届出件数は

年々増加しておりまして、知見も蓄積されてきております。また、国際的には、以前より

慎重派であるＥＵでもゲノム編集技術の利用を認める方向性で見直す動きを見せており、

開発が一層加速することが想定されます。 

 このような中、飼料安全と食品安全のチェックが一部共通しているにもかかわらず、従

前同様の全項目にわたるチェックを続ければ、当部会の所掌事務を逼迫するおそれがござ

います。また、可食部位のみ飼料利用とする可食部利用ゲノム編集生物は、非可食部位も

飼料利用する全体利用ゲノム編集生物と区別なく、同レベルのチェックを行っているとこ

ろでございます。しかし、人と家畜が同じ生物の同じ部位を摂食する可食部利用ゲノム編

集生物について、食品安全上問題がないと確認された場合、当該確認結果を踏まえたチェ

ックとなるように、現在の運用を見直す余地があるというふうに考えられます。これらの

ことを踏まえまして、ゲノム編集生物の飼料安全上の取扱いについて合理化を図るため、

次のような対応（案）を考えております。 

 ３、対応（案）、１、合理化の考え方、（１）ゲノム編集生物の開発目的、飼料利用部位

による分類 です。ゲノム編集生物の開発の目的・用途が、飼料用か食用かによって分類

し、さらに、食用目的のものであれば、飼料利用が想定される部位に基づいて可食部利

用・全体利用に分類します。この「飼料利用が想定される部位」については、注意書きに

記載しておりますとおり、事業者からの申告のほか、流通実態や貿易統計等を考慮し、飼

料利用される蓋然性が高いと考えられるかという観点によって事務局で判断を行います。

また、一般的に可食部位であっても、ゲノム編集食品として食品安全上の確認を行わない

場合は非可食部位とみなします。 

 （２）事前相談書の各項目の重み付けとチェックのパターン化 です。事前相談書の項

目について重み付けを行いまして、飼料独自の観点からチェックすべき項目について、重

点的なチェックを行います。 
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 まず、重み付けの考え方についてです。食品と飼料で共通してチェックする項目につい

ては、消費者庁の食品衛生審議会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会による確

認結果を原則受け入れることとします。飼料安全の観点でのみチェックする項目は従前の

とおりチェックを行います。ただし、飼料独自の観点でチェックする必要性が低いと考え

られる場合は、この限りではありません。現時点では、可食部利用ゲノム編集生物であっ

て、可食部に既知の毒性物質が含まれていないということが認められた場合などを想定し

ております。 

 次に、この考え方を踏まえ、個別品目ごとに事前にＧＭ部会委員らに意見照会を行いま

して、消費者庁調査会の確認結果を受け入れる項目と従前のとおりチェックする項目を確

定します。このようにして、各項目の重み付けとチェックのパターン化を行います。 

 （３）食用利用を予定していない飼料利用を目的として開発されたゲノム編集生物（飼

料専用ゲノム編集生物）は従前のとおりフルチェックを行います。また、微生物や微細藻

類等、確認の事例がなく世界的にも知見が乏しいと考えられるような生物については、食

用目的で開発されたものであっても、（１）、（２）の取扱いの対象から除外しフルチェッ

クを行います。 

 以上が合理化の考え方です。 

 次に、合理化後の手続について具体的な流れを御説明いたします。 

 ２合理化後の手続等の具体的流れ、（１）。開発者等が事前相談を検討する品目の概要に

ついてヒアリングを行った後、同タイミングで消費者庁にゲノム編集食品としての相談状

況を聞き取ります。事務局は、生物の分類及び事前相談書チェックパターンの提案とその

根拠を１枚紙（ヒアリングシート）に取りまとめ、GM 部会委員に対しヒアリングシート

及びヒアリング時の資料を基に意見照会いたします。 

 （２）、委員の意見が一致した場合は、適用要件を満たすことを確認の上、合意された

チェックパターンに沿った重点的チェックを行っていただきます。なお、委員の意見が一

致しなかった場合はフルチェックを行うということとします。 

 次に、適用要件でございます。可食部利用ゲノム編集生物はＡ及びＢの両方を、全体利

用ゲノム編集生物はＡを満たすことを適用要件とします。 

 適用要件Ａ、調査会によりゲノム編集食品として届出に該当することが確認されている

こと。又は、届出に該当すると判断される見込みであること。 

 適用要件Ｂ、届出者、開発者等からの申告により、「食品残さや食品製造副産物等、可
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食部位の飼料利用を予定しており、非可食部位は焼却処分等により飼料利用できないよう

処理すること」が確認されており、申告内容に変更が見込まれる場合は、畜水産安全管理

課に速やかに連絡することが確認されていることを要件といたします。 

 チェックパターン案は、お示しする表のとおりでございます。 

 （３）調査会の確認の結果、事前相談品目がゲノム編集食品として届出に該当すると判

断された後、GM部会を開催し、当該品目について審議するといたします。 

 ペーパーの説明は以上でございますが、最後、本件について事前に先生方に意見照会し

た際に頂戴した意見の一部を紹介いたします。 

 まず、合理化を進めるということにつきましては、委員全員から賛成の御意見を頂戴し

ております。したがいまして、本日の審議を踏まえまして、全員の意見に変更がない、異

論がないということであれば、本件の運用を開始させていただきたいと考えております。 

 一方で、当初の案では手続として若干煩雑であり、果たして合理化になるのか、より負

担軽減できるやり方があるのではないかという意見もございました。このことを踏まえま

して、委員Ｆや委員Ｄの御意見を基に、黄色ハイライトで示した箇所について修正を加え

本日提案させていただきました。ゲノム編集飼料の合理化というものは初めての取組とな

りますので、まずはこのような形での運用をしたいと思っております。しかしながら、よ

り洗練された形になるように、今後も検討を続けてまいりたいと考えておりますので、皆

様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、委員Ｃからは、新しいタイプの生物はフルチェックが妥当との御意見を頂戴して

おります。事務局といたしましては、例示した微生物や微細藻類以外であっても、諸外国

において既に承認されているが、国内では初事例となるような生物、例えばゲノム編集豚

などは、その取扱いについて事前に意見照会したいと考えております。 

 合理化に関する事務局からの説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきまして御意見、コメント等があればよろしくお願いします。 

 ありませんでしょうか。 

 例えばですけれども、今回、褐変バナナの審議をしましたけれども、もしこれに該当す

る場合、どういうふうなプロセスになりますかね。 

○事務局 もし今後バナナが出てきた場合でございますけれども、まず事務局が事前相談
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を行ってきた事業者に対してヒアリングを行います。そのヒアリングにおいて、どういっ

た遺伝子をターゲットにしているか、どういった形質がもたらされているか、宿主は何か

などを概要を聞き取りましてヒアリングペーパーにまとめます。その上で、そのヒアリン

グ結果を基に、どのようなパターンに当てはめるのが妥当であるかということを、我々の

考えを基に提案させていただきます。そのペーパーと、事業者から提出された資料があれ

ばその資料も含めて皆様方に共有しまして、提案のチェックパターンでよろしいかという

ことを意見照会させていただきます。そのことに対して先生方から、提案のチェックパタ

ーンでいい、ないし、それではなくこうした方がよいのではないかといった御意見を頂け

ればというふうに考えております。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ちなみにその事前調査というか事前伺いというのは、事業者の方は食品にも同じような

ものを出しているんですかね。 

○事務局 近頃ですと、食品と飼料が合同になって事業者と面談することが多くなってお

りますので、概ね同じ資料が提出されるものと我々としては捉えております。 

○委員Ａ 分かりました。そこが独立にあると事業者の方も負担でしょうし、こちら側も

同じことを２回やるのは意味がないかなと思ったので、一緒にやっていらっしゃるんだっ

たらそれで構わないと思います。 

○事務局 今後も食品や生物多様性影響の事務局とも連携しながら、あまり事業者の負担

にならないよう探っていきたいと考えております。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ほかに御質問等もあればよろしくお願いします。 

 特にないでしょうかね。 

 事務局から、どうぞ。 

○事務局 もし先生方の御意見がほかにないようでしたら、事務局から御質問させていた

だきたく、この場をお借りできますでしょうか。今後事務局においてヒアリングペーパー

を作成する際の参考とさせていただきたく、３点ほど御質問をしたい、御意見を伺いたい

ことがございます。 

 まず１点目なのですが、同じ生物、例えばトマトとして同じであっても、ゲノム編集に

よって獲得した形質や標的遺伝子が届出済みのトマトと違う場合の扱いをどうするか。ト

マト自体は食用目的で幾度も届出されてきたものですので、この整理案のとおり、可食部
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利用ゲノム編集生物として合理化するという取扱いでよろしいでしょうか、というのが、

まず１点目。 

 続けて説明してよろしいですか。１個ずつ区切った方がよろしいですか。 

○委員Ａ 続けて３つお願いします。 

○事務局 よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、２点目ですけれども、一方で、生物として異なる場合、例えば高成長トラフグと

高成長ヒラメのように、魚種は異なっているんだけれども、標的遺伝子が全く同じであっ

て、当該遺伝子の生物間による機能差がないような場合も想定されます。このような場合

は、例えば、同じくレプチン受容体遺伝子を標的にゲノム編集した高成長マグロなどが事

前相談された、と仮定しますと、この場合は今まで届出されたものがない魚種ですけれど

も、合理化していいのかという点が２点目。 

 最後の３点目、生物の種として全く同じではないのだけれども、既に届出されている生

物と分類学上近しいと言ってよろしいでしょうか、の生物が事前相談されるということも

想定はされるかと思います。例えばトマト、ジャガイモ、ナスというものは、いずれもナ

ス科ナス属の野菜ということでございます。トマト、ジャガイモは既に届出された品種が

ある一方で、今後ナスが事前相談された場合は、ナスは合理化の取扱いとなるのか、ある

いは、生物が全く異なるということで原則フルチェックとなるのかということ。 

 以上３点、御意見を伺っておきたいことでございました。今この場で結論を出してほし

いということではないので、まずは先生方の温度感を伺わせていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員Ａ １番に関しては、同じ生物ということは、品種が違うとかそういうことを想定

されているんですか。 

○事務局 はい。シシリアンルージュと桃太郎のように、品種は違うけれども、同じトマ

トである場合を想定しています。 

○委員Ａ 分かりました。 

 何か御意見等があればよろしくお願いします。 

 まず、すみません、私から１つありまして、２番の生物種が異なって標的が同じという

のは、これは私の意見ですけれども、例えばフグを同じ遺伝子で大きくするとかの場合は、

ちょっと身の危険を感じるというか、危ないことが起こるような気がするんで、そういっ

た場合も起こり得るので、私としては、生物種が変わるときはある程度深いところまで審
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査した方がいいんじゃないかなという気はします。 

 ほかに何か。 

 すみません。１個ずつにしておけばよかったですけれども、何か御意見等があればよろ

しくお願いします。 

 委員Ｂ。 

○委員Ｂ 食品安全委員会では基本的にはイベント主義ですので、同じ植物で同じ遺伝子

を導入するにしても、入り方とかが変わっているんでチェックしなきゃいけないというの

は、これは原則で行っております。なので、ゲノム編集であっても同じ作物で品種が違え

ば同じ遺伝子を壊して、だけれども、形質だからいいのかなという気もしますけれども、

一番譲ってそのくらいまでで、生物種が違ったら同じ遺伝子と、これは見なきゃ駄目でし

ょうというのが私の正直な印象です。 

 以上です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 そうですね。３番目の生物種が同じか近いというのは近縁種になると思うんですけれど

も、例えば大麦と小麦はまあまあ近いんですが、全く違う種なので、生物学的にも交配で

きないというのは近縁種に当たるんですね。種が違うというものになりますので、それは

多分違うものとして認識しなきゃいけない。なので、今の委員Ｂのコメントにもありまし

たけれども、２番と３番に関しては、恐らく全く違うものとして扱うべきかなと思います。 

 問題は１番なんですけれども、例えば品種が違うとかだけでターゲットにする遺伝子が

同じという場合にどうするかなんですけれども、多分イベント主義ということを考えると、

変異の入り方がちょっと違ったりとか、１塩基挿入あるいは１塩基欠失、２塩基欠失とい

うのも多分３つとも違うイベントですので、そういうものはチェックしなきゃいけないん

じゃないかなとは思います。 

 多分ここで結論は出ないとは思うんですけれども、何かここで御意見がある方はよろし

くお願いします。 

 委員Ｅ、お願いします。 

○委員Ｅ すみません、〇〇ですけれども、さっきの魚の魚種が違う遺伝子が共通という

場合に、それ全部フルチェックすべきというふうな、安全性としてはそうなのかもしれな

いですけれども、この合理化というのは、食品がまず審議を行うわけですよね。食品の方

の確認結果を踏まえるわけですよね。 
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○事務局 そうです。御理解のとおりです。 

○委員Ｅ そこで確認を受けていれば、別に全部をフルチェックに、生き物で野菜と魚と

ダブルスタンダードにするのはよくないのかもしれないんですけれども、全部これをフル

チェックにしていると、そもそも負担軽減という合理化にならないんじゃないのかなとい

うのを私はちょっと心配しまして、フグみたいに特殊な危ないものとかはあると思うんで

すけれども、ヒラメとティラピアみたいにそこまで危険性が想定できないものは軽減して

も、確認の前例とみなして負担軽減の方を優先してもいいのかなと、私は思います。 

 以上です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ほかに御意見等ありますでしょうか。 

 確かにどこまでやったらいいのかというのも分からないのと、余りやり過ぎると負担軽

減にはならないということで、そこのバランスが難しいですね。 

 委員Ｂ、お願いします。 

○委員Ｂ 私の先ほどのは、並行して出てきても独立して考えなきゃいけないというか、

要は食品の方が先に結論が出るというのが前提じゃないんだったら見なきゃいけないんだ

けれども、食品の方の結論が出るまでは結論を出さないと決心するんであれば、飼料の方

を食品よりも辛くする必要はないと思いますんで、そこは思い切ってよろしいかと思いま

す。 

 なので、むしろこの進め方の考え方でして、食品の方は来れば必ずやりますけれども、

あっちも結構案件が積み重なっているんで、結論が出るのに結構時間が掛かったりもして

いて、それでこの飼料の方で事業者さんを待たせていいのかなと、そこをちょっと懸念し

ておるところで、でも、別にそこは気にせず、食品の方で結論が出るまで我々は結論を出

さないと決めるんであれば、それはそれで合理性があるかと思います。 

 以上です。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 そうですね。食品が決まってから審査するというのが一番楽は楽なんですよね。審査す

るというか、もうそこで決まったものを飼料でも受け入れるかどうか、あるいは、飼料の

独特の、食品で扱わない部位を扱う場合に改めてこっちで審査するというふうな方が、軽

減にはなるのかなと思うんですが、確かに委員Ｂがおっしゃるように待たせていいのかど

うかという、かなり長い時間になる可能性もあるので、それでいいかどうかということで
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すね。 

○事務局 事務局です。 

 すみません、先ほどの委員Ｂの、余り事業者を待たせては・・・という話ですけれども、

食品の方である程度の事前確認の確認が進み、めどが立ったくらいの段階から、我々が着

手するようにすれば、余りお待たせはしないのかなと思っておりまして、ヨーイドンで一

斉スタートするんじゃなくて、ちょっと後ろを付いていくようなイメージでいけばよろし

いでしょうか。 

○委員Ａ 私はそのイメージですね。他の先生方はいかがですかね。 

○委員Ｂ ○○です。よろしいですか。 

 ずる賢い気もするけれども、それが合理的というものかなと思います。 

○委員Ａ 私もそう思います。ヨーイドンでやると、同じ審査を同時並行で２か所でやっ

ているということになるので、ちょっとずるいですけれども、食品がどこまでどういう議

論をしているかというのを横目で見つつ、飼料も審査するという方が、こっちは負担は軽

減になるかなとは思います。 

 いかがでしょうか。どうですかね。 

 事務局、こういう感じでもよろしいなら、そういう形で。 

○事務局 ありがとうございます。 

 では、私のした３つの質問のうち１番の件と２番の件については、食品の審議の進み方

を見つつ、合理化できそうなものであれば原則合理化していくと、ただし、フグ等明らか

に危険が認められているような生物種である場合は別扱いにするとして、こういう方針で

手探りながらで進めていきたいと思っております。 

 最初のうちは、一発で皆様の御意見が一致しないこともあるかと思うのですけれども、

そういった場合、いきなり「はい、ではフルチェック」とせずに、ちょっとずつすり合わ

せをしながら進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員Ａ ほかに何か御意見等ありませんか。大丈夫ですかね。 

 委員Ｇ、お願いします。 

○委員Ｇ ちょっと混乱しているところがあるんですけれども、今の話はこの資料６で御

提案いただいたもの、御提案いただいた合理化の案にプラスして更に合理化するというお

話だったという理解でよろしいですか。 

○事務局 資料６で示しましたチェックパターンの、可食部利用、全体利用、フルチェッ
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クのどれに乗せるかを判断いただくために作るヒアリングシートがございます。そのヒア

リングシートを我々事務局が作り、どれにするかという提案をさせていただくのですけれ

ども、その提案の前提として、生物種とか形質の違いがあるものについて合理化の対象と

してよいのかという感触を事前に伺いたくお尋ねした次第です。なので、この合理化に更

にプラスして何かをするというよりは、この判断のまず原則的なところをどうすればよろ

しいでしょうかということで、お尋ねしたというものでございました。 

○委員Ｇ 完璧には理解できなかったんですけれども、分かりました。 

○委員Ａ 今の事務局から質問があったのは、恐らく事前相談のときに付けるチェック項

目に含めるということだと思います。そのワークフローをどうするかというところに、例

えば品種が同じだったらこういうふうな審査の仕方をするというふうな、その選択肢みた

いなもので質問されたということなので、合理化の根本ではないというか、大枠ではない

ということになります。 

○委員Ｇ はい、ありがとうございます。 

○委員Ａ ちょっと難しいかもしれないですけれども、すみません。 

○委員Ｇ ただ、イベント主義でやっているということになってくると、結構それが変わ

っちゃうのはすごい大きな変化なんじゃないかなとは、聞いていて思ったところもありま

す。 

○委員Ａ そうですね。個別に今までやっていたものをどうするかということになるので、

ちょっとここは今決められないというか、ここで決めるのはちょっと難しいですね。今後

整理してもらって、これでいいかというのを委員会で見ながら、しかも運用しながら考え

ていくことになると思います。 

 ほかに御意見等ありますでしょうか。 

 特になければ、今日の今の合理化の意見だとか、先ほどのどこまでフルチェックでする

かというのをもう一回、事務局で整理したものを我々に共有していただいて、改めて意見

を交換したらどうかなと思います。その上で、今回こういう合理化は初めてなので、運用

してみないと多分分からないところもあると思います。これでやってみて駄目なら、余り

よくないなら、改善するというふうにしていくことになると思いますので、その辺は、委

員の皆さんがちょっとでも何か違和感があるようだったら事務局に連絡していただければ

と思います。 

 よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、事務局の方で今日の内容の整理をして共有していただければと思います。 

○事務局 承知いたしました。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 それでは次に、その他のもう一個、事務局において報告を受理した掛け合わせ品種につ

いて、説明をよろしくお願いします。 

○事務局 事務局でございます。 

 資料の方をこれから共有させていただきます。資料７を御覧ください。令和６年２月か

ら令和８年２月までの間に、事務局において報告を受理した掛け合わせ品種につきまして

御報告させていただきます。 

 この期間、約合計 13品目の報告を受理いたしました。報告は BASFジャパン株式会社か

ら２件、コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社から２件、バイエルクロップサイエン

ス株式会社から５件、シンジェンタジャパン株式会社から４件ございました。 

 品目といたしましてはいずれもトウモロコシ若しくは大豆でございまして、主に害虫抵

抗性、除草剤耐性の品目を掛け合わせた系統となっています。 

 ただ１件、令和７年９月 16 日の遺伝子組換え飼料部会にて報告に該当すると判断いた

だきました、高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1 並びに除草剤アリルオキシアルカノエ

ート系、グリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ 44406系統を掛け合わせた品種は、

こちら親系統に高オレイン酸含有の品目を含んでおります。他、害虫抵抗性、除草剤耐性

以外でセンチュウ抵抗性、除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、半矮性、収量増加といっ

た形質を持つものを親系統に含む品目もございます。 

 簡単ではございますが、報告は以上となります。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ただいまの報告に関しましてコメント等があればよろしくお願いします。 

 特にないでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 すみません、私から１つ、この掛け合わせのことなんですけれども、令和６年２月から

の資料が今日出てきているんですが、本来なら逐一報告を受けるものなんでしょうか。 

○事務局 通例ですと１年に１度取りまとめて報告をするところなんですけれども、昨年

度は報告をすることができなかったということで、今回は２年まとめての報告となってお

ります。 



 26 

○委員Ａ 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかに何かコメント、質問等があれば、よろしいでしょうか。 

 それでは、特に御意見等ありませんでしたので、何か事務局の方で対応があればよろし

くお願いします。また、委員の皆さんも、今後会議の後に何か不明な点がありましたら事

務局まで御連絡ください。 

○事務局 説明は以上とさせていただきます。 

○委員Ａ そのほか、事務局から報告事項等がありますでしょうか。 

○事務局 事務局から連絡事項が１点ございます。 

 消費者庁におけるゲノム編集豚の審議状況について簡単に御報告いたします。 

○事務局 こちらは資料がございませんので、口頭で報告のみさせていただきます。 

 ゲノム編集豚につきましては、国内外の情勢を踏まえ、当部会でも審議に当たって確認

すべき事項として留意事項を検討すること、また、検討に当たっては、消費者庁の審議状

況を逐次把握し、部会に対し状況の共有を行うとして、昨年９月の部会で御説明したとこ

ろでございます。 

先月２月 24 日に消費者庁の遺伝子組換え食品等調査会において、ゲノム編集豚の審議

について進捗がございましたので、これについて御報告いたします。 

 当調査会では、消費者団体や生産者団体からのヒアリングが行われました。ヒアリング

では、ゲノム編集技術の有用性やゲノム編集豚の社会的な意義への一定の理解が示される

一方で、留意事項の検討に当たっては、豚であるということで新たに検討が必要な論点が

ないか慎重に検討してほしいという意見や、拙速な議論にならないよう丁寧に行ってほし

いという意見が示されました。また、参考人として招かれた専門家と各団体及び調査会の

委員らによって、当該豚に対する消費者の受入れ、生産者の捉え方や飼養管理への影響な

ど、多角的な観点での意見交換会が行われておりました。 

 なお、会の最後には、次回以降の調査会において留意事項の検討を開始する旨の発言が、

消費者庁事務局からございました。 

 以上、消費者庁での審議状況についての情報提供でございました。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 何か委員の方からコメント、質問等ありますでしょうか。 

 今のゲノム編集豚のパブリックコメントですかね。豚であることを鑑みてもうちょっと

深く検討してほしいというのは、どういうことを想定しての御意見なんでしょうかね。 
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○事務局 主に提出された意見としましては、耐病性があるから、病気にかからないから

といって、いい加減な飼養管理が行われてしまうのではないかと言う御意見や、アニマル

ウェルフェアの点をしっかりと、ただし食品安全とは離れてはいるので、調査会で審議す

るものかどうかというのは別にして議論すべきなのではというような御意見などがござい

ました。 

 ただ一方で、PRRS にかからないからといって他の病気にはかかるのだから、飼養管理

が適当になることはないだろうといった御意見もございましたので、必ずしも飼養管理や

アニマルウェルフェアについて盛り込まなければならないというような議論の方向性では

なかったと承知しております。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 ほかに何かコメント等ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうかね。 

 それでは、事務局から他にありますか。 

○事務局 連絡事項は以上でございます。ありがとうございます。 

○委員Ａ ありがとうございます。 

 それでは、閉会に移りたいと思うんですが、今回、議事全て終了しましたので、本日の

遺伝子組換え飼料部会は閉会したいと思います。 

 ちょっと事務局からあるんですかね、一言。特にないですか。 

○事務局 特にございません。ありがとうございました。 

○委員Ａ 分かりました。 

 委員の皆様には丁寧な御議論を頂き、また、審議会の円滑な運営に御協力いただきあり

がとうございました。 

 これをもって閉会したいと思うんですが、また皆さん今後、来年度もありますのでよろ

しくお願いします。 

 それでは、これで閉会にしたいと思います。ありがとうございました。 

午後３時５４分 閉会 


